
船舶インシデント調査報告書 

令和６年２月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（バッテリ過放電） 

発生日時 令和５年７月１７日 ０１時００分ごろ 

発生場所 三重県南伊勢町田曽埼南方沖 

 田曽埼灯台から真方位１８０°２.０海里付近 

 （概位 北緯３４°１５.３′ 東経１３６°４１.３′） 

インシデントの概要  プレジャーボートsakura
サ ク ラ

は、漂泊中、主機が始動できなくなり、運

航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和５年８月２日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート sakura、１１トン 

２３５－１７９４６三重、個人所有 

ディーゼル機関（２基）、船内機、４サイクル、出力４７０.７０kＷ

（合計）、回転数毎分２,６００、４気筒、使用燃料軽油、機関製造

年月不詳、昭和６１年５月進水 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、釣りの目的

で、田曽埼南方沖において、主機を停止した状態で長時間甲板の照明

を使用して漂泊中、甲板の照明が切れたので、主機を始動しようとし

たところ、セルモータが回らず、運航不能となった。 

 船長は、主機の再始動を試みたが始動できず、航行不能と判断して

１１８番通報した後、来援した巡視艇に救助され、本船は巡視艇によ

り南伊勢町宿浦漁港にえい
．．

航された。 

 機関修理会社担当者は、本インシデント後にバッテリを点検したと

ころ、過放電状態となっていたことを確認した。 

 船長は、主機を運転した状態で、甲板の照明を使用していれば良か

ったと本インシデント後に思った。 

分析  本船は、漂泊中、船長が、主機を停止した状態で、長時間甲板の照

明を使用していたことから、バッテリが過放電状態となり、セルモー

タが回らず主機が始動できなくなり、運航不能となったものと考えら

れる。 

原因 

 

 本インシデントは、夜間、本船が、漂泊中、船長が主機を停止した

状態で、長時間甲板の照明を使用していたため、バッテリが過放電状



態となり、セルモータが回らず主機が始動できなくなったことにより

発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、主機を停止して漂泊を行う場合、バッテリが過放電状態

とならないよう、照明等を長時間使用しないこと。 

 ・船長は、予備バッテリ及びジャンプスターターを備えておくこと

が望ましい。 

 


